
くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「平成２８年熊本地震」（平成２８年４月１４日以降に発生した熊本県を中心とす

る一連の地震活動をいう。以下同じ。）及び「令和２年７月豪雨災害」からの県内小規模事業者の復興

のため、商工団体等と連携した経営革新や事業承継等の「成長発展」と販路拡大や経営改善等の「持

続的発展」の取組みに対し、予算の範囲内でくまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金（以下、

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県補助金等交付規則（昭和５６

年規則第３４号。以下、「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「補助事業」とは、くまもと型小規模事業者経営発展支援事業をいい、「補

助事業者」とは、本補助金交付要綱第８条第１項に基づく交付決定の通知を受けた小規模事業者（た

だし、資本金５億円以上の法人に直接又は間接に１００％の株式を保有されている場合や直近過去３

年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える場合は除く。）をいう。 

 

（交付の対象及び補助率等） 

第３条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助上限は、補助事業者が策定した事業計画に基づ

いて行う事業に必要な経費のうち、別紙１に掲げるものとする。 

２ 補助金の額は、前項の規定により算出した額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額）の範囲内において知事が決定する。 

 

（補助事業の実施期間） 

第４条 実施期間は、交付決定の日から、その日が属する年度の１２月末日の間の事業完了日までとす

る。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする小規模事業者は、様式第１による「くまもと型小規模事業者経

営発展支援事業補助金交付申請書」に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第６条 補助事業者は、前条の規定に基づく交付の申請、第９条の規定に基づく申請の取下げ、第１１ 

条第１項の規定に基づく計画変更の申請、第１３条の規定に基づく事故の報告、第１４条の規定に基

づく状況報告、第１５条第１項の規定に基づく実績報告、第１７条第２項の規定に基づく精算払請求

（以下「交付申請等」という。）については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができ

る。 

 

（電子情報処理組織による処分通知等） 



第７条 知事は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第１項の規定に基づく通知、第１１条

第１項の規定に基づく承認、第１３条の規定に基づく指示、第１４条の規定に基づく要求、第１６条

第１項の規定に基づく通知、同条第２項の規定に基づく返還命令、同条第３項の規定に基づく納付命

令（第１８条第４項の規定において準用する場合を含む。）、第１８条第１項の規定に基づく取消し若

しくは変更、同条第２項の規定に基づく返還命令、同条第３項の規定に基づく納付命令、第１９条第

３項の規定に基づく納付命令について、当該通知等を補助金申請システムにより行うことができる。 

 

（交付決定の通知） 

第８条 知事は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容に係る審査に基づき、

予算の範囲内で交付決定を行い、様式第２による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金

交付決定通知書」を補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において交付の決定の内容及びこれに付

された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受け

た日から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業に要する（要した）経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日

の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておか

なければならない。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第１１条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第３による「くまもと型小

規模事業者経営発展支援事業補助金に係る補助事業計画変更承認申請書」を知事に提出し、その承認

を受けなければならない。 

（１） 補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額

の２０パーセント以内の流用増減を除く。 

（２） 補助金交付申請時に取得するとしていた５０万円以上（税抜き）の機械、器具、備品その他の

財産を変更しようとするとき。 

（３） 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

（ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的 

な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付する



ことができる。 

３ 前項に規定する変更決定通知は、補助金の交付決定額に変更が生じるときは様式第４による「くま

もと型小規模事業者経営発展支援事業補助金変更交付決定通知書」により、補助金の交付決定額に変

更が生じない場合は様式第５による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金変更計画承認

通知書」により行うものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第６「く

まもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る補助事業中止（廃止）承認申請書」を知事に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補

助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第７による「くまもと型小規模事業者経

営発展支援事業補助金に係る補助事業事故報告書」を知事に提出し、その指示を受けなければならな

い。 

 

（状況報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事の要求があったときは速やか

に様式第８による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書」

を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日から

起算して３０日を経過した日又はその日が属する年度の１月１６日のいずれか早い日までに、様式第

９による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る補助事業実績報告書」を知事に提

出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助事業に係る消費税等仕入控除税額を減額して

報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１６条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１１条第２項に

基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、様式第１１による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助

金交付確定通知書」を補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されている時は、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 



３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合

には、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で

計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１７条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１２による「くま

もと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る精算払請求書」を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１８条 知事は、第１２条の補助事業の中止または廃止の申請があった場合又は次の各号の一に該当

する場合には、第８条第２項の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反

した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

（５）補助事業者が申請内容の虚偽、同一内容の事業について、国（独立行政法人等を含む。）や地方

自治体が助成する他の制度（補助金、委託金等）との重複受給等が判明した場合 

（６）補助事業者が、別紙２の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されて

いるときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係る補助

金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した加算金

の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１６条第３項の規定を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第１９条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費

を含む。）により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助

事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その

効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業期間内に取得財産等があるときは、第１５条第１項に定める補助事業実績

報告書に「取得財産等管理台帳」（様式第９の別紙３）を添付し、処分制限期間中は管理しなければな

らない。 

３ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、

担保に供する処分、廃棄等をいう。以下同じ。）することにより収入があり、又はあると見込まれると



きは、その収入の全部若しくは一部を県に納付させることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第２０条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円（税

抜き）以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 前項の財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）及び経済産業大臣が定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分

しようとするときは、あらかじめ様式第１３による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助

金に係る取得財産等の処分承認申請書」を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業化状況等報告） 

第２１条 補助事業者は、補助事業を実施以降４年間（合計５回）、直近１年間の事業化状況等について、

様式第１０による「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る事業化状況・産業財産権

等に係る報告書」を別に定める期限までに知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後５

年間保存しなければならない。 

 

（産業財産権等に関する報告） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に係る発明、考案等に関して、補助事業年度終了後５年間は特許権、

実用新案権、意匠権又は商標権等（以下「知的財産権等」という。）を出願若しくは取得した場合又は

それを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なくその旨を記載した様式第１０による「く

まもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金に係る事業化状況・産業財産権等に係る報告書」を知

事に提出しなければならない。 

 

（収益納付） 

第２３条 知事は、補助事業者が当該補助事業の実施結果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の

設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業

者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付させることができるものとする。 

 

（成果の発表） 

第２４条 知事は、補助事業により行った事業の成果について必要があると認めるときは、補助事業者

に発表させることができるものとする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２５条 補助事業者は、別紙２に記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に

確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 



（その他必要な事項） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年６月６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【別紙１】 

対象経費 補助率 補助金額 

機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的

財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、

開発費、資料購入費、雑役務費、借損料、専門家謝

金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外

注費、その他知事が必要と認めるもの 

当該経費の

３分の２以

内を原則（※

１） 

とする 

上限額２００万円 

 

・共同事業の場合は、「１社あ

たりの補助上限額（２００万

円）×「連携小規模事業者数」

（ただし、１，０００万円を

上限とする） 

 

    ※１ 但し、以下の①～⑥の要件をすべて満たす場合は、４分の３以内とする。 

      ① 新型コロナウイルス感染症（令和２年１月２８日政令第１１号により指定感染症に指

定された感染症をいう。）の影響を受けた事業者 

      ② 平成２８年熊本地震で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者 

       ア 事業用資産への被災が証明できる事業者 

       イ 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 

      ③ 平成２８年熊本地震以降、売上高が２０％以上減少している復興途上にある事業者 

④ 公募申請時において、平成２８年熊本地震からの復旧又は復興に向けた事業活動に要

した債務を抱えている事業者 

      ⑤ 令和２年７月豪雨により、施設又は設備が被災した事業者 

      ⑥ 令和２年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和２年７月豪雨型」の交付決

定を受けていない事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【別紙２】 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、

また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議

は一切申し立てません。 

 

記 

 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又

は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 


